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「2023 年度 博覧会協会の運営支援等業務委託」 

に関するプロポーザル募集要項 

 

 

１ 業務の概要・目的等 

国際園芸博覧会（A1）（以下「博覧会」という。）は、国際的な園芸文化の

普及や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会的な課題解決等への

貢献を目的に、国際園芸家協会（AIPH）の承認及び博覧会国際事務局（BIE）

の認定を受けて開催される国際的な博覧会であり、2027年の横浜における国

際園芸博覧会については、2019年度にAIPHに開催申請を行い、政府による支持

の表明により、承認されました。 

2021年６月には、国際博覧会条約上の開催申請手続を進めることが閣議了

解され、同年11月には、国際博覧会条約に基づく神奈川県横浜市における２０

２７年国際園芸博覧会の準備及び開催運営等を行うため、「一般社団法人２０

２７年国際園芸博覧会協会」が設立されました。 

また、2022年４月には、「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び

運営のために必要な特別措置に関する法律」に基づき、国から博覧会協会とし

て指定されました。2022年６月には、政府が閣議決定し、BIEに対して認定申

請書を提出し、11月にBIEから認定されました。2022年12月には、内閣総理大

臣から「公益社団法人」として認定されました。 

本業務は、法的・専門的な知見等を活かし、「公益社団法人２０２７年国際

園芸博覧会協会」を適切に運営するための支援等を行うことを目的とします。 

 

２ プロポーザルの手続き 

(1) 名 称 

2023 年度 博覧会協会の運営支援等業務委託 

(2) 主催者 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会（以下「協会」という。） 

(3) プロポーザルの性格 

本プロポーザルは、提案資格があると認めた者から提案を受ける公募型で

行います。 

また、本プロポーザルは与えられた条件下において、当該委託に係る実施

体制、実施方針、提案者の考え方を「提案書」を通して審査・評価し、当該

委託に最も適した受託候補者を特定するものです。契約後の業務は、必ずし

も提案内容に沿って実施するものではありません。 

 

３ プロポーザルの作成書式及び記載上の留意事項 

プロポーザルの提出資料は、提案書作成要領等に基づき作成してください。 
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参加意向申出書締切 

提 案 資 格 確 認 結 果 通 知 書 、  

プ ロ ポ ー ザ ル 関 係 書 類 提 出 要 請 書 送 付 

質問受付 

結果通知書送付 

 

４ その他 

(1) 協会における施策の転換等、やむを得ない事由により、予定業務の発注が

行われない場合があります。 

(2) 契約締結後、本業務の実施に関しては、プロポーザルの提案内容に関わら

ず、協会と協議の上、行うこととします。 

 

５ 事務局 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 総務人事課 冨田、鈴木 

所在地 〒231-0013 横浜市中区住吉町 1-13 松村ビル本館 

電 話 045-307-2029 

 

６ プロポーザル実施スケジュール 

 

2023 年２月 28 日（火） 

 

 

３月７日（火） 

 

 

３月 10 日（金）まで 

 

 

３月 10 日（金） 

～３月 14 日（火） 

 

３月 17 日（金）まで 

 

３月 22 日（水） 

 

３月 29 日（水） 

 

４月上旬頃まで 

プロポーザル実施告知 

質問回答 

提案書提出締切 

ヒアリング・評価委員会 


